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　令和５年７月25日、北海道警察本部　本部長会議

室にて、「北海道医師会と北海道警察の連携に関す

る覚書」締結式を行い、当会は松家会長が、北海道

警察から鈴木信弘本部長が参加した。この覚書は、

先だって令和５年４月25日に日本医師会と警察庁サ

イバー警察局がサイバー事案に係る被害の未然防止

等を図るために締結されており、この周知を受け、

北海道でも独自に覚書締結を行うに至った次第であ

る。締結式の様子は、同日夕刻のNHK地方ニュー

スでも取り上げられ、WEB版の記事も配信された。

　覚書の概要は、以下のとおりである。

・北海道内の郡市・医育機関医師会およびその会員

が所属する医療機関は、サイバー攻撃を受けた際の

相談先として、所在地を管轄する警察署に相談が可

能である。

・郡市・医育機関医師会や医療機関から北海道警察

に対して、サイバー事案に関する初動対応、事実関

サイバー事案への対処に関する
「北海道医師会と北海道警察の連携

に関する覚書」締結について
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係の調査、原因究明および再発防止策の検討につい

ての技術的助言を求めることができる。

・サイバー対策の教育、研修、広報等について、共

催、協働を行い連携していく。

　北海道医師会では、覚書締結を行った直後の令和

５年７月29日、Zoomウェビナーで「サイバーセキ

ュリティ勉強会」を開催し、早速北海道警察サイバ

ーセキュリティ対策本部　対策班長の坂野　雅樹氏

にサイバー事案の被害状況等をご講演いただいた。

　北海道医師会会員の皆さまにおかれては、サイバ

ー事案の相談や研修・広報等の場面において、北海

道警察からの協力を依頼してご活用いただければ幸

いである。なお、実際にサイバー攻撃で被害に遭っ

た場合やサイバー対策の教育、研修、広報等を依頼

する時の連絡先は、所在地を管轄する警察署となる

のでご注意願いたい。

左：鈴木北海道警察本部長　右：松家北海道医師会会長


